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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも高圧翼列および低圧翼列を有する単車室型蒸気タービンであって、
　前記高圧翼列が収納される高圧室と、
　前記低圧翼列が収納される低圧室と、
　前記高圧室および前記低圧室を連結するとともに、前記高圧室および前記低圧室の内部
空間を密封する伸縮継手と、
　ロータ軸方向における前記単車室型蒸気タービンの車室の位置を調節するための位置調
節手段とを備えることを特徴とする単車室型蒸気タービン。
【請求項２】
　前記位置調節手段は、前記高圧室の位置を調節可能に構成されたことを特徴とする請求
項１に記載の単車室型蒸気タービン。
【請求項３】
　前記位置調節手段は、
　前記高圧室の車室サポート部に取り付けられ、該車室サポート部をロータ軸方向に沿っ
て、互いに逆方向に押し動かす一対の油圧シリンダと、
　前記一対の油圧シリンダに油圧を供給する油圧装置と、
　前記一対の油圧シリンダ及び前記油圧装置の間に設けられ、前記油圧が供給される油圧
シリンダを切り替える切替弁とを含むことを特徴とする請求項２に記載の単車室型蒸気タ
ービン。
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【請求項４】
　前記蒸気タービンの前記ロータと前記高圧室との熱伸び差を検出する検出手段と、
　前記検出手段による熱伸び差の検出結果に基づいて前記位置調節手段を制御する制御手
段とをさらに備えることを特徴とする請求項２又は３に記載の単車室型蒸気タービン。
【請求項５】
　前記ロータは、前記蒸気タービンの車室の外部において、軸径が一定でないテーパ面を
有し、
　前記検出手段は、前記ロータの前記テーパ面までの距離を計測するセンサを含むことを
特徴とする請求項４に記載の単車室型蒸気タービン。
【請求項６】
　発電機、請求項１に記載の単車室型蒸気タービン、ガスタービンがこの順に連結された
一軸型コンバインドサイクル発電装置であって、
　前記ガスタービンと前記蒸気タービンとの間にスラスト軸受を設け、該スラスト軸受に
近い側から前記高圧室、前記低圧室の順で前記蒸気タービンの車室を配列し、前記低圧室
をアンカーによって固定したことを特徴とする一軸型コンバインドサイクル発電装置。
【請求項７】
　前記位置調節手段は、前記高圧室の位置を調節可能に構成されたことを特徴とする請求
項６に記載の一軸型コンバインドサイクル発電装置。
【請求項８】
　発電機、請求項１に記載の単車室型蒸気タービン、ガスタービンがこの順に連結された
一軸型コンバインドサイクル発電装置であって、
　前記ガスタービンと前記蒸気タービンとの間にスラスト軸受を設け、該スラスト軸受に
近い側から前記低圧室、前記高圧室の順で前記蒸気タービンの車室を配列するとともに、
ロータ軸方向における前記高圧室の位置を調節する前記位置調節手段を設け、前記低圧室
をアンカーによって固定したことを特徴とする一軸型コンバインドサイクル発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電所等で用いられる単車室型蒸気タービン及びこれを用いた一軸型コンバ
インドサイクル発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発電所等で用いられる蒸気タービンとして、全軸長の短縮や蒸気タービンのコンパクト
化のために高圧翼列および低圧翼列を単一の車室に収納した単車室型蒸気タービン（例え
ば、単車室再熱タービン：ＳＲＴ；Single casing Reheat Turbine）が知られている。
【０００３】
　蒸気タービンでは、運転条件から想定される回転部と静止部との軸方向間隙の変動量を
踏まえて、回転部および静止部が接触しないようなクリアランスを設けるとともに、静止
部に対して回転部をオフセットして据え付けるのが一般的である。これは、蒸気タービン
の停止状態から定格運転状態に至るまでの温度変化等により、ロータと車室との間に熱伸
び差が生じ、回転部と静止部との間隙が変動することを考慮したものである。
【０００４】
　ここで、単車室型蒸気タービンの場合、最も重量が大きい箇所である低圧室をアンカー
で固定し、このアンカーを起点に車室全体（特に、高圧室及び中圧室）を自由に熱伸びさ
せて、熱ひずみを防止するようになっている。一方、ロータは、ロータを回転自在に支持
するスラスト軸受を起点として熱伸びする。
　このため、ロータと車室との熱伸びの方向を揃えて熱伸び差を低減する観点から、車室
の熱伸びの起点となるアンカーが設けられた低圧室を、ロータの熱伸びの起点となるスラ
スト軸受に近い側に配置する必要がある。
【０００５】
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　ところで、単車室型蒸気タービンの低圧室をスラスト軸受に近い側に配置すると、必然
的に高圧室はスラスト軸受から遠い側に配置することになり、その分だけ高圧室とロータ
との熱伸び差が大きくなるから、高圧室内における回転部と静止部との間に大きなクリア
ランスを設ける必要がある。ところが、高圧室内における回転部と静止部との間に大きな
クリアランスを設けると、高圧翼列の性能が低下してしまう問題がある。特に、高圧室に
収納される高圧翼列の翼体格は小さいため、高圧室内における回転部と静止部との間のク
リアランスの増大によって高圧翼列の性能が大きく低下する傾向にある。
　したがって、単車室型蒸気タービンの高圧室内における回転部と静止部との間のクリア
ランスを低減するために、高圧室とロータとの熱伸び差を小さく抑える技術の開発が望ま
れる。
【０００６】
　一方、近年、火力発電所等に用いられる発電設備として、蒸気タービンとガスタービン
とを組み合わせたコンバインドサイクル発電装置が脚光を浴びている。コンバインドサイ
クル発電装置には、蒸気タービンとガスタービンとが一軸上に連結され共通の発電機を駆
動する一軸型のものがある。中でも、単車室型蒸気タービンを用いた一軸型コンバインド
サイクル発電装置は、近年の最終翼の長大化に伴って、現在主流の発電装置の一つとして
位置づけられるに至っている。
　単車室型蒸気タービンを用いた一軸型コンバインドサイクル発電装置では、蒸気タービ
ンとガスタービンとの間にスラスト軸受が設けられ、ロータはこのスラスト軸受を起点と
して熱伸びする。よって、ロータと車室との熱伸び方向を揃える観点から、車室の熱伸び
の起点となるアンカーで固定された低圧室は、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受
に近い側、すなわちガスタービン側に向けて配置される。したがって、単車室型蒸気ター
ビンを用いた一軸型コンバインド発電装置においても、スラスト軸受から遠い側に配置さ
れる高圧室とロータとの大きな熱伸び差に対応するために、高圧翼列の翼体格に対して高
圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを大きく設定せざるを得ないから、
高圧翼列の性能低下が問題となる。
　特に、コンバインドサイクル発電装置は、大規模な火力発電所に設置されるのが通常で
あり、蒸気タービンの全軸長も大きい。したがって、単車室型蒸気タービンを用いたコン
バインドサイクル発電装置では、高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランス
を相当大きく設定する必要があるから、高圧翼列の性能低下が問題となりやすい。
【０００７】
　この点、特許文献１には、単車室型蒸気タービンを対象とするものではないが、蒸気タ
ービンの静止部と回転部との隙間を調節する隙間調整装置が開示されている。この隙間調
整装置では、ロータから突出したつばの軸方向の移動を伸び差検出器で検知し、伸び差検
出器の検出信号に基づいて、蒸気タービンのケーシングを油圧ジャッキにより移動させる
ようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５９－１８２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載された隙間調整装置は、高圧翼列および低圧翼列が単
一の車室に収納された単車室型蒸気タービンを対象とするものではない。車室全体の重量
が大きい単車室型蒸気タービンの場合、特許文献１記載の隙間調整装置のように、油圧ジ
ャッキで車室を移動させることは油圧装置の大型化等の問題が生じる。
　よって、特許文献１に記載の隙間調整装置を用いて、単車室型蒸気タービンの高圧室と
ロータとの隙間を調節して、高圧翼列の性能低下を抑制することは難しい。
【００１０】
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　本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、高圧翼列の性能低下を抑制しうる
単車室型蒸気タービン及びこれを用いた一軸型コンバインドサイクル発電装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る単車室型蒸気タービンは、少なくとも高圧翼列および低圧翼列を有する単
車室型蒸気タービンであって、前記高圧翼列が収納される高圧室と、前記低圧翼列が収納
される低圧室と、前記高圧室および前記低圧室を連結するとともに、前記高圧室および前
記低圧室の内部空間を密封する伸縮継手とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　本明細書において、「単車室型蒸気タービン」は、少なくとも高圧翼列および低圧翼列
が単一の車室に収納された蒸気タービンをいい、「高圧室」は、高圧翼列を含め、低圧翼
列以外の翼列が収納される部分をいう。例えば、単車室型蒸気タービンは高圧翼列および
低圧翼列に加えて中圧翼列を有していてもよく、この場合、高圧室には高圧翼列および中
圧翼列が収納される。
　また「伸縮継手」とは、車室の内部空間を密封するとともに、高圧室及び／又は低圧室
の熱伸びを吸収しうる継手をいう。例えば、伸縮継手は、熱伸びに応じて変形可能な弾性
体やベローズで構成することができる。
【００１３】
　上記単車室型蒸気タービンによれば、高圧室と低圧室とを伸縮継手で連結したので、高
圧室は、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受に近い側に配置することができる。こ
れは、アンカーで固定される低圧室から高圧室が分離されており、高圧室は独自に熱膨張
しうるから、高圧室をスラスト軸受に近い側に配置しても、車室とロータの熱伸び方向が
逆にならないためである。よって、高圧室をスラスト軸受に近い側に配置すれば、高圧室
とロータとの熱伸び差が抑制されるから、高圧室内における回転部と静止部との間のクリ
アランスを低減して、高圧翼列の性能低下を抑えることができる。
【００１４】
　上記単車室型蒸気タービンは、ロータ軸方向における前記高圧室の位置を調節する位置
調節手段をさらに備えることが好ましい。
【００１５】
　このように位置調節手段によって高圧室の位置を調節することで、高圧室内における回
転部と静止部との間のクリアランスが比較的小さい場合であっても、高圧室とロータの熱
伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止できる。したがって、高圧室内にお
ける回転部と静止部との間のクリアランスをより一層低減して、高圧翼列の性能低下を確
実に抑制できる。
　さらに、高圧室とロータの熱伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止でき
ることから、従来のように、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受に近い側に、アン
カーで固定される低圧室を設ける配置を採用する場合であっても、高圧室内における回転
部と静止部との間のクリアランスを低減して高圧翼列の性能低下を抑えることができる。
　なお、位置調節手段による高圧室の位置の調節が可能なのは、上記単車室型蒸気タービ
ンにおいて、最も重い箇所である低圧室から高圧室が分離されているためである。すなわ
ち、比較的軽量の高圧室だけであれば、油圧ジャッキ等の公知のアクチュエータからなる
位置調節手段によって、容易に位置を調節することができる。
【００１６】
　上記単車室型蒸気タービンにおいて、前記位置調節手段は、前記高圧室の車室サポート
部に取り付けられ、該車室サポート部をロータ軸方向に沿って、互いに逆方向に押し動か
す一対の油圧シリンダと、前記一対の油圧シリンダに油圧を供給する油圧装置と、前記一
対の油圧シリンダ及び前記油圧装置の間に設けられ、前記油圧が供給される油圧シリンダ
を切り替える切替弁とを含むことが好ましい。
【００１７】
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　これにより、切替弁によって使用する油圧シリンダを切り替えることで、ロータ軸方向
に沿って高圧室を進退させて、蒸気タービンの運転状態（昇温中又は降温中等）に応じて
高圧室とロータの熱伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止できる。
【００１８】
　上記単車室型蒸気タービンは、前記蒸気タービンの前記ロータと前記高圧室との熱伸び
差を検出する検出手段と、前記検出手段による熱伸び差の検出結果に基づいて前記位置調
節手段を制御する制御手段とをさらに備えることが好ましい。
【００１９】
　これにより、ロータと高圧室の熱伸び差を打ち消すように高圧室の位置を調節し、回転
部と静止部との接触を確実に防止できる。
【００２０】
　上記単車室型蒸気タービンにおいて、前記ロータは、前記蒸気タービンの車室の外部に
おいて、ロータのそれ以外の部分と軸径を異ならせたディスク部、あるいは軸径が一定で
ないテーパ面を有し、前記検出手段は、前記ロータの前記ディスク部の端面あるいはテー
パ面までの距離を計測するセンサを含んでいてもよい。
【００２１】
　本発明に係る一軸型コンバインドサイクル発電装置は、発電機、上記単車室型蒸気ター
ビン、ガスタービンがこの順に連結された一軸型コンバインドサイクル発電装置であって
、前記ガスタービンと前記蒸気タービンとの間にスラスト軸受を設け、該スラスト軸受に
近い側から前記高圧室、前記低圧室の順で前記蒸気タービンの車室を配列し、前記低圧室
をアンカーによって固定したことを特徴とする。
【００２２】
　この一軸型コンバインドサイクル発電装置によれば、ロータの熱伸びの起点となるスラ
スト軸受に近い側に高圧室を配置したので、高圧室とロータとの熱伸び差が抑制される。
よって、高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減して、高圧翼列の
性能低下を抑えることができる。
　なお、このようにスラスト軸受に近い側に高圧室を配置できるのは、アンカーで固定さ
れる低圧室と高圧室が分離されており、スラスト軸受の近い側に高圧室を設けても、車室
とロータの熱伸び方向が逆にならないからである。
【００２３】
　この場合、ロータ軸方向における前記高圧室の位置を調節する位置調節手段を設けるこ
とが好ましい。
【００２４】
　このように位置調節手段によって高圧室の位置を調節することで、高圧室内における回
転部と静止部との間のクリアランスが比較的小さい場合であっても、高圧室とロータの熱
伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止できる。したがって、高圧室内にお
ける回転部と静止部との間のクリアランスをより一層低減して、高圧翼列の性能低下を確
実に抑制できる。
【００２５】
　あるいは、一軸型コンバインドサイクル発電装置は、発電機、上記単車室型蒸気タービ
ン、ガスタービンがこの順に連結された一軸型コンバインドサイクル発電装置であって、
前記ガスタービンと前記蒸気タービンとの間にスラスト軸受を設け、該スラスト軸受に近
い側から前記低圧室、前記高圧室の順で前記蒸気タービンの車室を配列するとともに、ロ
ータ軸方向における前記高圧室の位置を調節する位置調節手段を設け、前記低圧室をアン
カーによって固定してもよい。
【００２６】
　このように位置調節手段を設けることで、高圧室とロータの熱伸び差を打ち消して、回
転部と静止部との接触を防止できる。よって、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受
に近い側に、アンカーで固定される低圧室を設ける配置を採用する場合であっても、高圧
室内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減して高圧翼列の性能低下を抑え
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ることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、高圧室と低圧室とを伸縮継手で連結したので、高圧室は、ロータの熱
伸びの起点となるスラスト軸受に近い側に配置することができる。これは、アンカーで固
定される低圧室から高圧室が分離されており、高圧室は独自に熱膨張しうるから、高圧室
をスラスト軸受に近い側に配置しても、車室とロータの熱伸び方向が逆にならないためで
ある。よって、高圧室をスラスト軸受に近い側に配置すれば、高圧室とロータとの熱伸び
差が抑制されるから、高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減して
、高圧翼列の性能低下を抑えることができる。
　また、ロータ軸方向における高圧室の位置を調節する位置調節手段を設ける態様では、
高圧室とロータの熱伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止できる。よって
、従来のように、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受に近い側に、アンカーで固定
される低圧室を設ける配置を採用する場合であっても、高圧室内における回転部と静止部
との間のクリアランスを低減して高圧翼列の性能低下を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】一軸型コンバインドサイクル発電装置の一例を示す概略構成図である。
【図２】第１実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル発電装置の蒸気タービンの構成
を示す上面図である。
【図３】図２の矢印Ａ方向から視た側面図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】蒸気タービンの高中圧室と低圧室との連結部の構造を示す断面図である。
【図６】高中圧室の位置を調節する位置調節手段の構成例を示す図である。
【図７】伸び差計の構成例を示す図である。
【図８】第３実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル発電装置の蒸気タービンの構成
を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付図面に従って本発明の実施形態について説明する。ただし、この実施形態に
記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない
限り本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
【００３０】
［第１実施形態］
　図１は、一軸型コンバインドサイクル発電装置の一例を示す概略構成図である。図２は
、第１実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル発電装置の蒸気タービンの構成を示す
上面図である。図３は、図２の矢印Ａ方向から視た側面図である。図４は、図２のＢ－Ｂ
線に沿った断面図である。図５は、蒸気タービンの高中圧室と低圧室との連結部（図４に
おいて符号Ｃで示した２箇所の部分のうち下側）の構造を示す断面図である。
【００３１】
　図１に示すように、一軸型コンバインドサイクル発電装置１では、発電機２、蒸気ター
ビン３及びガスタービン４が、この順で同一軸（ロータ９）上に並んでいる。
　ガスタービン４から排出された排ガスは、排熱回収ボイラ５に供給される。排熱回収ボ
イラ５では、ガスタービン４から排出される排ガスと給水とが熱交換され、そこで発生し
た蒸気が蒸気加減弁６を介して蒸気タービン３に供給される。そして、この蒸気タービン
３およびガスタービン４によって発電機２が駆動される一方、蒸気タービン３で仕事を行
った蒸気は、復水器７で復水され、給水ポンプ８によって排熱回収ボイラ５に還流される
。
【００３２】
　蒸気タービン３は、図２及び３に示すように、高中圧室１０及び低圧室１２を有する。
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図４に示すように、高中圧室１０には高圧翼列２２及び中圧翼列２４が収納され、低圧室
１２には低圧翼列２６が収納されている。蒸気タービン３では、高中圧室１０と低圧室１
２とが互いに連結されて単車室化されている。なお、高中圧室１０と低圧室１２との連結
部Ｃ（図４参照）の構造は、図５を用いて後で詳述する。
【００３３】
　図２～４に示すように、ガスタービン４と蒸気タービン３との間にはスラスト軸受１５
とラジアル軸受１７を収納する第１軸受箱１４が設けられており、蒸気タービン３と発電
機２との間にはラジアル軸受１７を収納する第２軸受箱１６が設けられている。スラスト
軸受１５及びラジアル軸受１７は、蒸気タービン３の車室（高中圧室１０及び低圧室１２
）の両端においてロータ９を軸支する。なお、第１軸受箱１４及び第２軸受箱１６は基礎
１８上に設置される。
【００３４】
　また、図３に示すように、蒸気タービン３の低圧室１２は、アンカー２０により固定さ
れている。一方、高中圧室１０は、上半室１０Ａと下半室１０Ｂとの半割構造になってお
り、下半室１０Ｂから突出した車室サポート部１１を介して基礎１８によって支持されて
いる（ただし、図３における基礎１８はロータ中心軸を通る鉛直面に沿って切断した断面
を示しているため、車室サポート部１１が基礎１８によって支持されている様子は図３に
表れていない。車室サポート部１１が基礎１８によって支持される様子は、図２および後
で説明する図６に示している。）。
【００３５】
　図４に示すように、排熱回収ボイラ５（図１参照）で発生する高圧蒸気４０は、高中圧
室１０に流入して高圧翼列２２で仕事をした後、高圧排気蒸気４１として流出する。高圧
排気蒸気４１は、再熱器（不図示）で加熱された後、再熱蒸気４２として高中圧室１０に
再び流入して中圧翼列２４で仕事をする。一方、低圧蒸気４３は、低圧室１２に流入して
低圧翼列２６で仕事をした後、低圧排気蒸気４４として排気室４６を経て復水器７に導か
れるようになっている。
【００３６】
　このような構成のコンバインドサイクル発電装置１において、本実施形態では、高中圧
室１０をガスタービン４側（すなわち、ロータ９の熱伸びの起点となるスラスト軸受１５
に近い側）に配置している。これにより、高中圧室１０とロータ９との熱伸び差が抑制さ
れるので、高中圧室１０内における回転部（動翼列）と静止部（静翼列）との間のクリア
ランスを小さく設定することが可能となる。よって、高圧翼列２２の性能低下を抑えるこ
とができる。
【００３７】
　そして、スラスト軸受１５に近い側に高中圧室１０を配置するために、図５に示すよう
に、高中圧室１０と低圧室１２とを分離して、両者間を伸縮継手３０で連結している。こ
のように、アンカー２０で固定される低圧室１２から高中圧室１０を分離することで、ス
ラスト軸受１５に近い側に高中圧室１０を設けても、高中圧室１０とロータ９の熱伸び方
向が逆にならない。よって、高中圧室１０をスラスト軸受１５に近い側に設ける上述の配
置が可能となる。
【００３８】
　伸縮継手３０は、蒸気タービン３の車室（高中圧室１０および低圧室１２）の内部空間
３１を密封するとともに、高中圧室１０及び／又は低圧室１２の熱伸びを吸収しうる継手
であり、例えば、熱伸びに応じて変形可能な弾性体やベローズで構成することができる。
【００３９】
　なお、蒸気タービン３の定検分解時には、高中圧室１０及び低圧室１２は、連結ブロッ
ク３２及び固定ボルト３４によってリジッドに固定されて、車室全体をクレーンで吊り上
げることが可能になっている。一方、蒸気タービン３の運転時には、固定ボルト３４を抜
き取るか、あるいは、連結ブロック３２自体を取り外すことで、高中圧室１０と低圧室１
２とが分離された状態になっており、伸縮継手３０によって高中圧室１０及び／又は低圧
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室１２の熱伸びが吸収されるようになっている。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態は、発電機２、単車室型の蒸気タービン３、ガスター
ビン４がこの順で連結された一軸型のコンバインドサイクル発電装置１において、蒸気タ
ービン３の高中圧室１０と低圧室１２とを伸縮継手３０で連結するとともに、ガスタービ
ン４と蒸気タービン３との間にスラスト軸受１５を設け、該スラスト軸受１５に近い側か
ら高中圧室１０、低圧室１２の順で蒸気タービン３の車室を配列し、低圧室１２をアンカ
ー２０によって固定するものである。
【００４１】
　本実施形態によれば、ロータ９の熱伸びの起点となるスラスト軸受１５に近い側に高中
圧室１０を配置したので、高中圧室１０とロータ９との熱伸び差が抑制される。よって、
高中圧室１０内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減して、高圧翼列２２
の性能低下を抑えることができる。
【００４２】
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル装置の蒸気タービンについて説
明する。本実施形態の蒸気タービンは、ロータ軸方向における高中圧室１０の位置を調節
する位置調節手段を設けた点を除けば、第１実施形態の蒸気タービン３と共通する。した
がって、ここでは、第１実施形態と共通する部分については説明を省略し、第１実施形態
と異なる部分を中心に説明する。
【００４３】
　図６は、高中圧室１０の位置を調節する位置調節手段の構成例を示す図である。同図に
示すように、位置調節手段５０は、高中圧室１０の車室サポート部１１（図２及び３参照
）に取り付けられた一対の油圧シリンダ５２（５２Ａ，５２Ｂ）と、油圧シリンダ５２に
油圧を供給する油圧装置５４と、油圧が供給される油圧シリンダ５２を切り替える切替弁
５６とを含んでいる。
【００４４】
　一対の油圧シリンダ５２（５２Ａ，５２Ｂ）は、互いに対向するように車室サポート部
１１に取り付けられる。具体的には、油圧シリンダ５２（５２Ａ，５２Ｂ）のピストン部
５３が車室サポート部１１に設けられた凹部５１の内壁面に取り付けられる。
　油圧シリンダ５２Ａに油圧が供給されると、車室サポート部１１はロータ軸方向に沿っ
て図６の左側に向かって移動する。一方、油圧シリンダ５２Ｂに油圧が供給されると、車
室サポート部１１はロータ軸方向に沿って図６の右側に移動する。なお、油圧ピストン５
２は、車室サポート部１１からの反力を受けても動かないように、基礎１８によって支持
されている。また、一方の油圧シリンダ５２が油圧の供給を受けたとき、他方の油圧シリ
ンダ５２内の圧力が過剰にならないように、リリーフバルブ（不図示）が設けられている
。
【００４５】
　油圧装置５４は、例えば油圧ポンプを用いることができる。また、切替弁５６は、油圧
シリンダ５２（５２Ａ，５２Ｂ）および油圧装置５４に接続された三方弁である。
【００４６】
　また、切替弁５６を制御する制御装置５８と、高中圧室１０とロータ９との熱伸び差を
検出する伸び差計５９とが設けられている。そして、伸び差計５９で検出された熱伸び差
に基づいて、制御装置５８が切替弁５６を制御して、油圧装置５４で発生した油圧の供給
先を切り替えるようになっている。
　例えば、高中圧室１０がロータ９に対して相対的に図６の右方向に熱伸びしている場合
、制御装置５８は、伸び差計５９の検出結果に基づいて、油圧シリンダ５２Ａに油圧を供
給し、車室サポート部１１を図６の左側に向かって移動させるように切替弁５６を制御す
る。これにより、高中圧室１０がロータ９との熱伸び差が打ち消され、高中圧室１０にお
ける回転部と静止部との接触が防止される。



(9) JP 5999919 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

【００４７】
　図７（ａ）及び（ｂ）は、伸び差計５９の構成例を示す図である。図７（ａ）に示すよ
うに、伸び差計５９は、ロータ９に設けられた軸径が一定でないテーパ面５９Ａと、テー
パ面５９Ａに対向して配置される非接触センサ５９Ｂとを有する。なお、テーパ面５９Ａ
及び非接触センサ５９Ｂは、蒸気タービン３の車室の外に設けられる。非接触センサ５９
Ｂは、テーパ面５９Ａまでの距離ΔＸを計測し、ΔＸからロータ９の熱伸び量を算出する
。あるいは、図７（ｂ）に示すように、ロータ９に他の部分とは軸径が異なるディスク部
５９Ｃを設け、非接触センサ５９Ｂがディスク部５９Ｃまでの距離ΔＸを計測することで
、ロータ９の熱伸び量を算出してもよい。
　そして、算出したロータ９の熱伸び量と、別途計測された蒸気タービン３の車室の熱伸
び量との差を求めることで、ロータ９と高中圧室１０との熱伸び差が得られる。あるいは
、非接触センサ５９Ｂが直接的に又は間接的に蒸気タービン３の車室に固定されている場
合（例えば、車室と一体化された軸受箱に非接触センサ５９Ｂが固定されている場合）、
非接触センサ５９Ｂで計測した距離ΔＸ（図７（ａ）及び（ｂ）参照）からロータと高中
圧室１０との熱伸び差を直接求めてもよい。
【００４８】
　本実施形態によれば、位置調節手段５０を設けて、ロータ軸方向における高中圧室１０
の位置を任意に調節可能としたので、高中圧室１０内における回転部と静止部との間のク
リアランスが比較的小さい場合であっても、高中圧室１０とロータ９の熱伸び差を打ち消
して、回転部と静止部との接触を防止できる。したがって、高中圧室１０内における回転
部と静止部との間のクリアランスをより一層低減して、高圧翼列２２の性能低下を確実に
抑制できる。
　なお、位置調節手段５０による高中圧室１０の位置の調節が可能なのは、蒸気タービン
３において、最も重い箇所である低圧室１２から高中圧室１０が分離されている（伸縮継
手３０を介して高中圧室１０と低圧室１２とが連結されている）ためである。すなわち、
比較的軽量の高中圧室１０だけであれば、油圧を利用した位置調節手段５０によって、容
易に位置を調節することができる。
【００４９】
　また、一対の油圧シリンダ５２（５２Ａ，５２Ｂ）に対する油圧の供給状態を切替弁５
６によって切り替えることで、高中圧室１０（具体的には車室サポート部１１）をロータ
軸に沿っていずれの方向にも移動させることができる。よって、昇温時及び降温時におけ
る高中圧室１０とロータ９の熱伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止でき
る。
【００５０】
　特に、伸び差計５９による高中圧室１０とロータ９との熱伸び差の検出結果に基づいて
、制御手段５８によって切替弁５６を制御するようにしたので、高中圧室１０とロータ９
との熱伸び差を確実に打ち消して、回転部と静止部との接触をより確実に防止できる。
【００５１】
［第３実施形態］
　次に、第３実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル装置の蒸気タービンについて説
明する。本実施形態の蒸気タービンは、ロータ軸方向における高中圧室１０の位置を調節
する位置調節手段５０を設けた点と、高中圧室１０と低圧室１２との配置を入れ替えた点
を除けば、第１実施形態の蒸気タービン３と共通する。また、位置調節手段５０について
は第２実施形態で既に説明した。したがって、ここでは、第１実施形態又は第２実施形態
と共通する部分については説明を省略し、第１及び第２実施形態と異なる部分を中心に説
明する。
【００５２】
　図８は、第３実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル発電装置の蒸気タービンの構
成を示す側面図である。同図に示すように、蒸気タービン６０は、第１軸受箱１４に近い
側（すなわち、ロータ９の熱伸びの起点となるスラスト軸受１５（図４参照）に近い側）
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に低圧室１２が配置されている。
　低圧室１２をスラスト軸受１５に近い側に配置する点については、従来の単車室型蒸気
タービンと同様である。ただし、高中圧室１０と低圧室１２は、第１実施形態と同様に伸
縮継手３０（図５参照）によって連結されている。さらに、第２実施形態と同様に、高中
圧室１０の車室サポート部１１をロータ軸方向における高中圧室１０の位置を調節する位
置調節手段５０（図６参照）が設けられている。
【００５３】
　本実施形態によれば、位置調節手段５０によって高中圧室１０の位置を任意に調節可能
としたので、高中圧室１０とロータ９との熱伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接
触を防止できる。このため、従来のように、ロータ９の熱伸びの起点となるスラスト軸受
１５に近い側に、アンカー２０で固定される低圧室１２を設ける配置を採用する場合であ
っても、高中圧室１０内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減して高圧翼
列２２の性能低下を抑えることができる。
　なお、位置調節手段５０による高中圧室１０の位置の調節が可能なのは、蒸気タービン
３において、最も重い箇所である低圧室１２から高中圧室１０が分離されている（伸縮継
手３０を介して高中圧室１０と低圧室１２とが連結されている）ためである。すなわち、
比較的軽量の高中圧室１０だけであれば、油圧を利用した位置調節手段５０によって、容
易に位置を調節することができる。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変形を行ってもよいのはいうまでもな
い。
【００５５】
　例えば、上述の実施形態では、蒸気タービン３がコンバインドサイクル発電装置１に組
み込まれた例について説明したが、単独で用いられる単車室型蒸気タービンに適用できる
ことは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５６】
　１　　　　　コンバインドサイクル発電装置
　２　　　　　発電機
　３　　　　　蒸気タービン
　４　　　　　ガスタービン
　５　　　　　排熱回収ボイラ
　６　　　　　蒸気加減弁
　７　　　　　復水器
　８　　　　　循環ポンプ
　９　　　　　ロータ
　１０　　　　高中圧室
　１０Ａ　　　上半室
　１０Ｂ　　　下半室
　１１　　　　車室サポート部
　１２　　　　低圧室
　１４　　　　第１軸受箱
　１５　　　　スラスト軸受
　１６　　　　第２軸受箱
　１７　　　　ラジアル軸受
　１８　　　　基礎
　２０　　　　アンカー
　３０　　　　伸縮継手
　３１　　　　内部空間
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　３２　　　　連結ブロック
　３４　　　　固定ボルト
　４０　　　　高圧蒸気
　４１　　　　高圧排気蒸気
　４２　　　　再熱蒸気
　４３　　　　低圧蒸気
　４４　　　　低圧排気蒸気
　４６　　　　排気部
　５０　　　　位置調節手段
　５２Ａ　　　油圧シリンダ
　５２Ｂ　　　油圧シリンダ
　５３　　　　ピストン部
　５４　　　　油圧装置
　５６　　　　切替弁
　５８　　　　制御装置
　５９　　　　伸び差計
　５９Ａ　　　テーパ面
　５９Ｂ　　　非接触センサ
 

【図１】 【図２】
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